
平成 23 年 12 月 1 日 
環 境 局 

 
 
 
 平成 23年 9月 30日付で、岩手県と締結した「災害廃棄物の処理基本協定」に基づき、
岩手県宮古市の災害廃棄物１万トンを受け入れ処理します。 
つきましては、それを処理する産業廃棄物処分業者を募集します。 

 
 

1. 事業の概要 
岩手県から以下の災害廃棄物（混合廃棄物）の処理依頼を受けます。 

搬出場所 
岩手県宮古市磯鶏（藤原埠頭仮置場） 
岩手県宮古市赤前（宮古運動公園仮置場） 

災害廃棄物の 
種類、量 

混合廃棄物 
（建設混合廃棄物、廃機械・機器類） 10,000トン 

搬出期間（予定） 平成 23年 12月から平成 24年 3月まで 
運搬方法 鉄道貨物輸送 

 
 
2. 今後のスケジュール 
〇 処分業者の公募期間      12月 5日（月）から 12月 9日（金）まで 
〇 処分業者の決定        12月 15日（木）（予定） 
〇 災害廃棄物処理期間      12月下旬から 3月下旬まで 

 
 
3. 災害廃棄物処分業者の募集について 
募集要領は 12 月 2 日から、東京都環境局のホームページ又は問い合わせ先の部署で
入手できます。 
 
 
 
 
 

 

岩手県宮古市の災害廃棄物処分業者を募集します 

＜問い合わせ先＞ 
環境局廃棄物対策部一般廃棄物対策課 
電話 03(5388)3582 


